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ご存じでしたか？
　犬を飼うときは、登録（生涯に一回）と狂犬病予防注射（年に一回）が義務付けられていま
す。これは、狂犬病予防法第４条（登録）と第５条（予防注射）により定められており、全て
の犬が対象となります。
　また、これに違反したときは、狂犬病予防法第 27条において、20万円以下の罰金という
罰則も定められています。
　狂犬病は、国内では、1956 年に発症して以来、確認はされていません（※注）が、もし人・
犬ともに、発症すればほぼ 100％死亡します。そのため、登録と予防注射が義務付けられて
います。
※注：海外で咬まれて、国内で死亡された方は、1970 年（１名）・2006 年（２名）です。

 　海外では、多くの国で発症し、年間約 50,000 人（うち、アジア地域で 30,000 人）が死亡
しています。狂犬病は、過去の病気ではありません。

※ 5月から 6月にかけて、各地区にて集団接種を行う予定です。是非、この機会をご利用下さい。

犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか？

次のような場合の連絡先
　犬を飼ったら・・・・・・・・・・・・→ 最寄りの環境係へ
　犬が行方不明になったら・・・・・・・→ 最寄りの環境係または保健所
　犬が死亡したら・・・・・・・・・・・→ 最寄りの環境係へ
　住所が変わったら ( 犬を他人に譲った場合も )・→ 最寄りの環境係へ

問い合わせ先
曽於市役所　各環境係　末吉 0986-76-8805　財部　0986-72-0934　大隅 099-482-5923
志布志保健所衛生係　099-472-1021

☆最近、犬の放し飼いや犬のフンに関する苦情・相談が多く寄せられています。
　犬を飼われる際は、下記の内容をしっかり守り、周りの方に迷惑をかけないようにしましょう。

　犬を飼育する心得
１．家族と同様の愛情をもって終生飼いましょう。
２．犬の放し飼いは、禁止されています。
３．犬の遺棄・虐待は犯罪です。
４．犬にはしつけが必要です。
５．不幸な犬が生まれないよう、避妊・去勢手術をしましょう。
６．散歩中の犬のフンは、飼い主の責任で始末しましょう。
７．犬が人を咬んだときは、保健所に届け出ましょう。
　　犬も社会の一員です。マナー違反とならないよう、飼い主がしっかり管理しましょう。
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結婚祝金制度について
農林業・商工業の後継者の皆さんへ
結婚祝金５万円を贈呈します。

お問い合わせ先
　経済課・各支所産業振興課
　末吉　☎ 0986-76-8808
　大隅　☎ 099-482-5950
　財部　☎ 0986-72-0938

結
婚
祝
金
対
象
者
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③
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台
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と
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す
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１
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５
万
円

祝
金
の
申
請

　

該
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れ
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支
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業
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興
課
へ
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し

て
下
さ
い
。

※ 

写
真
は
3
月
28
日
に
行
わ
れ
た
祝

金
の
贈
呈
式

春の行政相談所の開設について
行政に関する悩みごとについて、行政相談委員に相談
してみませんか。

お問い合わせ先　　　　　　　　　
　市役所総務課・各支所地域振興課
　末吉　☎ 0986-76-8801
　財部　☎ 0986-72-0931
　大隅　☎ 099-482-5921

　

総
務
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す
。
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す
の
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お
気
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に
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談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

会　場 実施日 時　間 場　所 行政相談委員

財部地区 5月 22 日（火）

午前 10 時
～午後 3時

財部保健福祉センター
（0986-72-0460） 池田　睦朗

末吉地区 5月 17 日（木） 末吉中央公民館
（0986-76-1120） 稲留　正文

大隅地区 5月 17 日（木） 大隅中央公民館
（099-482-0068） 鮫島　一郎
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子ども医療費助成事業について子ども医療費助成事業について

乳幼児医療費助成事業

助成対象年齢 助成内容

0～ 6歳【小学校就学前まで】
（6歳到達後最初にくる 3月 31 日まで）

一部負担金の支払額（自己負担額）を全額助成

6～ 15 歳【中学校修了前まで】
（6歳到達後最初にくる 4月 1日から 15 歳到達

後最初にくる 3月 31 日まで）
医療費助成なし

平成 24年 4月 1日から

乳幼児医療費助成事業　　　子ども医療費助成事業
に変わりました！！

平成 24年 3月 31 日診療分まで

子ども医療費助成事業

0～ 15 歳【中学校修了まで】
（15歳到達後最初にくる 3月 31 日まで）

一部負担金の支払額（自己負担額）を全額助成

注意：高額医療費等の適用がある場合は他制度優先、食事療養費・保険適用外の医療費等は助成対象外
　　　です。

平成 24年 4月 1日診療分から

注意：高額医療費等の適用がある場合は他制度優先、食事療養費・保険適用外の医療費等は助成対象外
　　　です。

●対象となるお子さんがいらっしゃるご家庭は申請が必要です！！
受給資格者証（水色のカード）をお持ちでない方は市役所で申請を行ってください。

●医療費申請～助成金支払までの流れ
自動償還方式（医療機関へ受診してから支払いまで約２ヶ月かかります。）

※医療機関へ受診の際、受給資格者証の提示が必要になります。

医療機関での

受診・支払い
医療機関から国

保連合会へ通知

国保連合会から

曽於市へ通知

曽於市から

受給者へ支払い

鹿児島県内・都城市北諸県郡の医療機関等（一部出来ない機関あり）で自動償還方式を採用しています。
上記以外の病院で受診された場合は、印鑑・領収書を持って本庁・支所窓口で直接申請をしてください。

【お問い合わせ先】
　財部（福祉事務所）　☎ 0986-72-0936
　末吉（保　健　課）　☎ 0986-76-8807
　大隅（保健福祉課）　☎ 099-482-5925　
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　曽於市大隅農産加工センター完成

農産加工や会議・研修等に
ご利用下さい。

お問い合わせ先
　大隅農産加工センター
　☎ 099-482-5928

　

こ
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ど
、
念
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の
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農
産
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が
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。
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造
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。

　

ま
た
、
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さ
れ
て
お
り
、
講

演
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。
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用
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午
前
９
時
〜
午
後
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月
曜
日
は
休
館
日
と
な
っ
て
い
ま

す
。

利
用
料
金
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
表

の
と
お
り
で
す
。

加工室

区分

使用料

半日 全日 夜間

超過料
金 1時
間当た
り

冷房使
用料 1
時間当
たり

研修室
１室 520円 1,050 円 780 円 210 円 210 円
２室 1,050 円 2,100 円 1,570 円 420 円 420 円

相談・会議室 520円 1,050 円 780 円 210 円
研修・学習室 520円 1,050 円 780 円 210 円

農産加工室（1人につき） 310 円 520 円 340 円 120 円

研修室

N

昭南病院

三和会館 くらし館
岩川店

ひら
動物
病院

大隅農産
加工センター

岩川
クリニック



行政  Information

16Soo City Public Relations,May,2012

１. 制度の目的
曽於市では、定住促進を図るため、住宅を新築または購入した方に対し、お祝と
して現金と市商工会が発行する商品券を支給いたします。
商品券で支給することにより、市内経済の活性化を図ることも目的としています。

２. 対　象　者 ・平成２3年４月１日以降、市内に居住するため住宅を新築または購入した方。
※４．注意点（対象外等）を参照してください。

３. 支　給　の
　  金　品　等

（基本の祝金等）
１．市内業者による新築　　　商品券 10万円分＋現金 10万円＝計２０万円分
２．市外業者による新築　　　商品券５万円分＋現金５万円＝計１０万円分
３．未入居の建売住宅購入　　商品券５万円分＋現金５万円＝計１０万円分
４．上記以外の中古住宅購入　商品券２万５千円分＋現金２万５千円＝計５万円分
（転入者加算）
５． 上記１～４の対象者で、転入して１年以内の方に対して、商品券５万円分＋
現金５万円＝計１０万円分を加算。　

※注）本市から他の市町村へ転出し、転出後３年以内の再転入は対象外とする。

４. 注　意　点
　 （対象外等）

１．新築・購入の日は、法務局の登記（新築・所有権移転）の日付を基準とします。
２．新築・購入の日以後１年以内に申請してください。　　　
３．転入日以後１年経過してからの住宅取得は、転入者加算の対象外とします。
４．市の定住促進住宅用分譲地への新築は、対象外とします。
５．市税等の滞納者は、対象外とします。
６． 住宅リフォーム促進補助金、危険廃屋解体撤去補助金との併用申請は、認め
られません。

７．中古住宅とは、居住が可能で耐用年数が 10 年以上見込まれるものです。 

お問い合わせ先
末吉本庁　企画課　まちづくり推進係　℡　０９８６－７６－８８０２
大隅支所　地域振興課　地域振興係　　℡　０９９－４８２－５９２１
財部支所　地域振興課　地域振興係　　℡　０９８６－７２－０９３１

　曽於市では、人口減少に歯止めをかけるため、また、市内商工業の活性化を図るために、住宅取得祝金等支給制

度を始めました。住宅を取得された方で、対象者となる方は、申請をしてください。

住宅の新築・購入、おめでとうございます！
住宅取得祝金等支給制度について

住宅の建築やお買い物は
市内のお店で！
みんなの力で、

ますます住みよいまちに！

左は 3月21日に行われた
住宅取得祝金等交付式の写真
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階層区分 １ ２－１ ２－２ ３－１ ３－２ ４ 5 6・7・8

定義 

生活保護法に
よる被保護者
世帯及び中国
残留邦人等の
円滑な帰国の
促進及び永住
帰国後の自立
の支援に関す
る法律による
支援給付受給
世帯　　　　

前年度分の
市町村民税
非課税世帯

前年度分の
市町村民税課税世帯

１階層を除き、前年分の所得税課税世帯であっ
て、その所得税の額が下記の区分に該当する
世帯

母子・父子
・在宅障害
児（者）世帯
等

左記以外

母子・父子
・在宅障害
児（者）世帯
等

左記以外 40,000 円
未満

40,000 円
以上

103,000 円
未満

103,000 円
以上

３
歳
未
満
児

全
額 ０円 ０円 7,000 円 16,000 円 18,000 円 26,000 円 31,000 円 35,000 円

半
額 ０円 ０円 3,500 円 8,000 円 9,000 円 13,000 円 15,500 円 17,500 円

３
歳
以
上
児

全
額 ０円 ０円 5,000 円 13,000 円 15,000 円 23,000 円 28,000 円 32,000 円

半
額 ０円 ０円 2,500 円 6,500 円 7,500 円 11,500 円 14,000 円 16,000 円

※入所児童の１人目は全額、入所児童の２人目は１／２額、入所児童の３人目以降は無料になります。

■ 保育料納入期限日及び口座振替日

月 納入期限日（振替日） 月 納入期限日（振替日） 月 納入期限日（振替日） 月 納入期限日（振替日）

４月分 5月 1日（火） ７月分 7月 31 日（火） 10月分 10 月 31 日（水） １月分 1月 31 日（木）

５月分 5月     31 日（木） ８月分 8月 31 日（金） 11月分 11 月 30 日（金） ２月分 2月 28 日（木）

６月分 7月  ２日（月） ９月分 10 月 1 日（月） 12月分 12 月 25 日（火） ３月分 4月 1日（月）

■ 平成 24 年度の保育料一覧（月額）

平成 24年度の保育料について

お問い合わせ先
　財部（福祉事務所児童福祉係）
　☎ 0986-72-0936
　末吉（保健課福祉係）
　☎ 0986-76-8807
　大隅（保健福祉課福祉係）
　☎ 099-482-5925
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少
子
化
対
策
の
取
り
組
み
の
一
環
と

し
て
、
子
育
て
家
庭
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
平
成
24
年
度
か
ら
の
保
育
料
を

減
額
し
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
曽
於
市
で
は
全

て
の
階
層
で
、
児
童
福
祉
法
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
基
準
額
よ
り
減
額
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
平
成
24
年
4
月
か
ら
保
育
料

は
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
入
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
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そ
お
地
区
障
が
い
者
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
は
、
毎
月
各
支
所
で
巡
回
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

相
談
内
容

　

障
害
者
（
精
神
・
知
的
・
身
体
）

に
か
か
る
相
談

相
談
時
間

　

午
前
10
時
〜
正
午　

午
後
は
訪
問

※ 

お
お
す
み
障
害
者
就
業
・
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー
も
同
席
し
て
い
ま
す
。

※  

相
談
日
は
変
更
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

障がい者支援センター巡回相談
各支所で毎月巡回相談を開催していますので
ご相談ください。

お問い合わせ先
　そお地区障がい者相談支援センター
　 ☎ 099-472-1111（内線 112）

末吉本庁 財部支所 大隅支所
５月 ９日（水） １５日（火） ２３日（水）
６月 ６日（水） １２日（火） ２０日（水）
７月 ４日（水） １０日（火） １８日（水）
８月 １日（水） １４日（火） １５日（水）
９月 ５日（水） １１日（火） １９日（水）

１０月　 １０日（水） １６日（火） ２４日（水）
１１月　 ７日（水） １３日（火） ２１日（水）
１２月　 ５日（水） １１日（火） １９日（水）
１月 ９日（水） １５日（火） ２３日（水）
２月 ６日（水） １２日（火） ２０日（水）
３月 ６日（水） １２日（火） １９日（火）

開催日 場所

末吉本庁

大隅支所

財部支所

第３子出産祝金について

第３子以降に 10万円の祝金を支給

お問い合わせ先　　　　　　
　財部（福祉事務所）　☎ 0986-72-0936　
　末吉（保健課）　　　☎ 0986-76-8807　
　大隅（保健福祉課）　☎ 099-482-5925　

　

曽
於
市
で
は
、
少
子
化
対
策
の
一

環
と
し
て
第
３
子
以
降
に
生
ま
れ
た

お
子
さ
ん
に
対
し
て
、
１
人
あ
た
り

10
万
円
の
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

受
給
資
格

　

曽
於
市
の
住
民
で
出
産
後
３
か
月

以
上
、
曽
於
市
に
生
活
の
根
拠
を
置

い
て
い
る
方

申
請
書

　

各
本
・
支
所
に
申
請
書
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う

え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
し
て
か
ら
支
給
ま
で

は
約
３
か
月
間
か
か
り
ま
す
。

※ 

写
真
は
、
３
月
21
日
に
各
本
・
支

所
で
行
わ
れ
た
支
給
式
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国民年金のはなし

お問い合わせ先
　市民課・各支所地域振興課
　末吉　☎ 0986-76-8805
　大隅　☎ 099-482-5923
　財部　☎ 0986-72-0934

　鹿屋年金事務所による移動相談所が開かれます。
日程・場所は上記のとおりです。
　相談は無料ですが、予約が必要です。

期　日 時　間 場　所

５月17日（木）午前10時～午後３時
大隅支所

別館２階大会議室

年金移動相談所開設日

育
児
講
座

　

5
月
17
日
（
木
）
は
大
隅
弥
五
郎

伝
説
の
里
で
、
わ
ら
べ
う
た
と
絵
本

の
よ
み
き
か
せ
を
開
催
し
ま
す
。
講

師
は
り
ん
ご
の
木
文
庫
の
福
迫
三
枝

子
さ
ん
で
す
。
み
な
さ
ん
と
一
緒
に

楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
ょ

う
。

　

５
月
21
日
（
月
）
10
時
か
ら
財
部

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
、
パ
ク
パ

ク
ッ
キ
ン
グ
を
開
催
し
ま
す
。
講
師

は
曽
於
市
役
所
栄
養
士
の
春
山
泰
子

さ
ん
で
す
。
あ
か
ち
ゃ
ん
か
ら
就
学

前
の
お
子
様
ま
で
、
親
子
一
緒
な
ら

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
各
自

準
備
し
て
い
た
だ
く
も
の
は
エ
プ
ロ

ン
、
三
角
巾
で
す
。

子育てふれあいひろば
・17日は弥五郎伝説の里で育児講座を開催します。
・21日は財部保健福祉センターで育児講座を開催します。

お問い合わせ先
　曽於市地域子育て支援センター
　大隅　☎ 099-482-6125（直通）
　子育て携帯サイトすまいるキッズ
　http://www.smile-kids.jp/sooshi

日 月 火 水 木 金 土
5/1 2 3

憲法記念日
4
みどりの日

5
子どもの日

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

親　子

講　座

ひろば

親　子

※ 子育て支援センターは、園庭開放・育児相談を
　実施しています。
園庭開放：午前10時～午後３時（月曜日～金曜日）
育児相談：午前 9時～午後４時（月曜日～金曜日）
親子ふれあい遊び　午前10時～ 11時 30分
　●会場：子育て支援センター
子育てひろば　午前10時～ 11時 30分
　●会場：末吉総合センター
　●会場：末吉総合体育館
　●会場：財部保健福祉センター
育児講座　午前10時～ 11時 30分
　●会場：弥五郎伝説の里健康ふれあい館（17 日）
　　　　　財部保健福祉センター（21 日）

ひろば

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
納
付
が
免
除
さ

れ
る
制
度
や
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
、
相
談
に
お
越
し
下
さ
い
。

　

保
険
料
免
除
の
承
認
期
間
は
、
老
後
に
年

金
を
受
け
取
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含
ま
れ

る
だ
け
で
な
く
、
万
一
の
時
に
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
資
格
期
間

も
含
ま
れ
ま
す

手
続
き
先
：
市
役
所
国
民
年
金
係
、
鹿
屋
年

金
事
務
所

必
要
な
も
の
：
印
鑑
・
年
金
手
帳
・
仕
事
を

辞
め
た
方
は
、
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
の
写
し

ご
存
じ
で
す
か
？
障
害
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
の
加
入
中
等
に
初
診
日
が
あ
る

病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た

と
き
、
障
害
認
定
日
（
初
診
日
か
ら
１
年
半

経
過
し
た
日
等
）
に
、
障
害
等
級
の
１
級
ま

た
は
２
級
に
該
当
し
た
場
合
は
、
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付

期
間
（
免
除
期
間
を
含
む
）
が
３
分
の
２
以

上
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
病
気
や
ケ
ガ
に

よ
っ
て
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
方
は
、
症
状

が
該
当
す
れ
ば
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

親　子

ひろば

ひろば

ひろば

講　座

ひろば

ひろば
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　市では、平成 24年度から新規に地域づくりを担う市民活動（市民提案型共生・協働活動
支援事業）に対して補助金を交付します。
　行政と協働した地域づくりを実践しているグループや新規企画、提案をお持ちの方は、ぜ
ひ申請してください。

※申請方法、申請様式等について詳しくはお問い合わせ下さい。事前相談にも応じます。
※申請があった事業について審査を行います。また、採用できる団体数に限りがあります。
※第１回の採用状況をみて、第２回の追加募集をします。

（募集要項）

対象事業

本来行政が行う仕事を、市民等で構成する団体やグループが提
案し実践する事業
※ ただし、すでに国、県、市の他の補助金の対象となっている
事業や、市からの委託事業、特定の個人、団体の営利を目的
とした事業、宗教活動、政治活動、暴力団は対象外となります。

（例） 曽於市 PR 活動、体験農業、食育教室、空き家・閉校・荒
廃地利用など

申請できる団体

（次の用件を満たすこと）

⑴ 3人以上で組織された団体
⑵事務所が市内にあり、代表者が市内在住者であること
⑶ 団体設置の趣旨及び活動が明確であり、予算、決算等の会計
処理が明確な団体
⑷事業の企画立案実績報告まで自ら行うことができる団体

補助金額 補助対象経費の 10 分の 9の額（20 万円を限度とします）

受付期間
平成 24 年 5月 14 日（月）～平成 24 年 6月 15 日（金）（平日のみ）
午前 8時 30 分～午後 5時まで

受付場所 曽於市役所企画課

市民提案型地域づくり事業
　　　　補助金申請（第1回）の募集について

曽於市役所企画課　男女共同参画係（０９８６－７６－８８０２）
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霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
は
、
平
成
22

年
９
月
に
「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
」

に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
さ

ら
に
、
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
を
構
成
市
町
村

と
共
に
、
曽
於
市
民
も
盛
り
上
げ

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
霧
島
ジ
オ
パ
ー

ク
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き

た
い
こ
と
か
ら
、
分
か
り
易
い
講

演
会
と
ジ
オ
パ
ー
ク
散
策
を
行
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、今
回
は
ゴ
ッ
タ
ン（
板

三
味
線
）
の
鑑
賞
・
体
験
も
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ゴ
ッ
タ
ン
と
い

え
ば
、
荒
武
タ
ミ
さ
ん
（
故
人
）

が
有
名
で
す
。
目
が
不
自
由
だ
っ

た
ゴ
ッ
タ
ン
奏
者
・
荒
武
タ
ミ
さ

ん
は
、
貧
困
に
耐
え
な
が
ら
ゴ
ッ

タ
ン
の
名
手
と
な
り
、
東
京
の
国

立
劇
場
で
演
奏
さ
れ
た
り
、
文
部

大
臣
表
彰
等
を
受
け
ら
れ
た
り
し

ま
し
た
。

　

こ
の
荒
武
タ
ミ
さ
ん
や
ゴ
ッ
タ

ン
の
説
明
、
荒
武
タ
ミ
さ
ん
の
人

生
を
つ
づ
っ
た
紙
芝
居
と
ゴ
ッ
タ

ン
の
里
で
受
け
継
が
れ
て
い
る

ゴ
ッ
タ
ン
演
奏
を
聴
い
て
頂
き
ま

す
。

　

曽
於
市
の
新
た
な
魅
力
発
見
ツ

曽於市の魅力発見ツアー参加者募集
〔霧島ジオパーク＆ゴッタン〕

お問い合わせ先　　　　　　　
　曽於市観光特産開発センター
　曽於市末吉町深川 11050-1　
　☎ 0986-28-0111　　　　　
　    FAX 0986-79-1147　　　　　
　E-mail：nomura@sookai.net 

ア
ー
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
・
申
込
み
方
法
等
は
次
の

と
お
り
で
す
。

開
催
日
・
時
間

6
月
9
日（
土
）
9
時
〜
12
時

会　

場

財
部
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

料　

金

3
0
0
円
（
お
茶
代
等
）

千
円
（
特
製
弁
当
希
望
者
）

定　

員

40
名

受
付
時
間

午
前
8
時
40
分
〜

主　

催

曽
於
市
観
光
特
産
開
発
セ
ン
タ
ー

共　

催

曽
於
市
役
所

申
込
み
内
容

氏
名
・
電
話
番
号

申
込
み
方
法

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
郵

送
、
直
接
開
発
セ
ン
タ
ー
へ

申
込
期
限

定
員
に
達
す
る
ま
で

申
込
み
先

曽
於
市
観
光
特
産
開
発
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

雨
天
の
場
合
、
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク

散
策
の
み
中
止
し
ま
す
。

　

曽
於
市
で
は
新
規
学
卒
者
の
就
職

内
定
率
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成
24
年
3
月
新
規
学
卒
者
で

平
成
24
年
4
月
1
日
現
在
、
就
職
が

決
定
（
内
定
）
し
て
い
な
い
方
を
対

象
に
市
役
所
各
支
所
及
び
公
共
施
設

等
で
事
務
補
助
員
及
び
業
務
補
助
員

と
し
て
採
用
し
ま
す
。

事
業
期
間

平
成
24
年
4
月
1
日

〜
平
成
25
年
3
月
31
日

対
象
者

　

高
等
学
校
、
高
専
、
大
学
（
短
大
、

大
学
院
を
含
む
）、
専
修
学
校
、
公
共

職
業
能
力
開
発
施
設
等
（
普
通
課
程

以
上
の
課
程
）の
平
成
24
年
3
月
新
規

学
卒
者
で
就
職
を
希
望
し
、
平
成
24

年
4
月
1
日
現
在
で
就
職
が
決
定（
内

定
）
し
て
い
な
い
方
。
曽
於
市
内
に

居
住
す
る
方
、
ま
た
曽
於
市
出
身
者

雇
用
期
間

　

雇
用
期
間
は
６
月
以
内
。
た
だ
し
、

更
に
雇
用
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
期
間
を
更
新
す
る
。（
平
成
25

年
3
月
31
日
ま
で
）

手
続
方
法

　

採
用
を
希
望
す
る
方
は
、
大
隅
公

共
職
業
安
定
所（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
隅
）

へ
求
職
登
録
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら

の
紹
介
状
、
履
歴
書
、
卒
業
時
期
を

証
明
す
る
書
類
（
卒
業
証
明
書
等
）

を
曽
於
市
役
所
経
済
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

面
接
試
験
実
施
後
、
採
用
を
決
定

し
ま
す
。

新卒者で未就労の方々へお知らせ 　お問い合わせ先
　　市役所本庁経済課　☎ 0986-76-8808

ゴッタンの演奏
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